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事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国 ⺠間企業等
委託

事業イメージ
事業⽬的・概要
商取引及びサービス環境の適正化を⽬的とした調査研究、近年の電⼦商取
引やキャッシュレス普及の拡⼤や、今般の新型コロナウィルス感染症拡⼤等、
商取引・サービスをめぐる環境は急速に多様化が進んでいます。

 こうした環境変化に、柔軟に応じた施策を検討するため、普及・啓発事業を
⾏います。

①商取引適正化に係る調査研究

②商取引適正化・普及・啓発事業

③サービス産業の環境整備に係る調査研究

④サービス産業特定分野における市場ニーズ等に係る調査研究

商取引に関する消費者トラブル及び流通の適正化を図ります。
成果⽬標
全国消費⽣活情報ネットワークシステム（PIO-NET）に寄せられる消費者か
らのクレジット取引、商品先物取引に関する相談件数が平成21年度以降で
最も少なかった年度の件数（各37,145件、210件）より少なくなることを⽬
指します。

 サービス産業分野毎の課題と横断的な課題をどちらも的確に把握し、消費者
ニーズを踏まえた新たな政策課題への迅速な対応を実現します。必要な調査
内容及び⼿法を⾒極め、調査結果政策反映指数を100%にします。

商取引適正化に係る調査研究

商取引適正化に係る普及・啓発事業

サービス産業の環境整備に係る調査研究

サービスや医療等の特定分野における
市場ニーズ等に係る調査研究

割賦販売法、商品先物取引法等について、今後の規制の在り⽅を検討
するため、近年の消費者問題や取引実態に関する調査等を実施します。

商取引適正化について、消費者教育を通じた普及・啓発を実施します。

サービス産業の環境整備に関し、今後の規制（法令、業界慣⾏）の在
り⽅を検討し、消費市場への影響等を把握するため、国内及び海外の規
制の実態に関する調査等を実施します。

新型コロナウィルス感染症拡⼤への対応も含む、ヘルスケアや医療等
サービス産業をとりまく急激な構造変化を受け、消費者ニーズを踏まえた
各分野の施策の⽅向性を検討するため、市場ニーズ等について調査研
究を⾏います。

取引、市場の実態調査で得られた結果に基づく規制、
制度の検討、⾒直し等を通じ、商取引・サービス環境の適
正化を⾏う。


